
こ
の表は、発達の障害と「発達障害」

の概念を図にしたものだ。療育とは、

障害のある子どもたちが、医療・訓練・

教育を通して子どもたちが抱えている困

難をできる限り克服し、持てる能力をよ

り有効に伸ばす専門スタッフによるアプ

ローチのことである。昭和女子大学教授

の石井正子氏は、乳幼児期に生じる障害

は補おうとのする能力の発達が著しいこ

とから特別な配慮が必要と述べる。（コラ

ム２）全盲で生まれながら世界的なピアニ

ストとなった辻井伸行氏は有名だが、そ

こまでになったのは母である辻井いつ子

さんのかかわり方にあったという。盲目

と告げられてより育児書を読みあさった

が、いずれも健常者の見える世界に適応

させようとするものばかりで失望したそ

うだ。そのような時、知人の視覚障がい

者の方からアドバイスを受ける。いつ子

さんは「適応ではなくこの子らしく育て

よう」と。（「のぶカンタービレ」より）

「特別な配慮」の良い例ではないだろうか。
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調査なくして発言なしとは公明党の

伝統です！会派の政務活動の成果を定例会ごと

通信として発行しています。読まれてのご意見、ご感想をお待ちしています！

ペ
ー
ジ

コーナー 内 容

1 トップページ ◇ 適応ではなく、この子らしく育てよう

2～3 本会議質問 ◇ 保育・教育の質向上へ！

4 ちょっと教えて ◇ 国保保険料の急激な上昇を抑えるために緊急の予算要望を行う！

4 朗 報 ◇ 神田岩本町の区有地を活用した認可保育所の整備・運営事業者が決まる！

コラム ① 周囲とのかかわりとは ② 二つの特別な配慮 ③ 子どもの権利条約第23条



問
乳幼児の保育・教育の質には、施

設の広さや子ども一人あたりの職

員数などの規制と子どもと周りの職員や

保護者などとのかかわりが関係する。つ

まり、規制と周囲とのかかわりという二

つの視点が保育・教育の質向上には必要

だということだ。この度の保育所保育指

針の改定はこの子どもへのかかわり方が0

歳から3歳児未満児の保育内容としてまる

まる新たに書き加えられた。具体的には、

①乳幼児の主体性の尊重、②受容的で応

答的な関係、③そのような関係の中で成

長発達があるとする３点である。（コラ

ム１）そこで、この度の改定を受けて保

育・教育の質について区の考え方を問う。

答
〈子ども部長答弁・抜粋〉

来年度から施行される改定された

保育所保育指針や幼稚園教育要領等の内

容は、何よりも子どもの主体的な活動を

援助する役割を担うことを明文化したも

ので日本の乳幼児の保育・教育にとって

大変重要である。よって、保育・教育の

質については、乳幼児の主体性を尊重す

ること、大人は乳幼児に対して受容的で

応答的な関係を保つこと、またそのよう

なかかわりの中でこそ育つことと認識し、

今後も質の確保に努めていく。
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平成29年第4回定例会本会議質問

世田谷区の「保育の質ガイドライン」を掲げて！



問
千代田区での療育事業は、子ども

発達センターさくらキッズで行っ

ている。スタートは平成24年であり利用

人数は年々約50人ずつ増えて現在292人と

なり一杯の状況である。現在のさくらキッ

ズの規模では乳幼児の療育需要のすべて

に対応することは困難であり、規模の拡

充は喫緊の課題となっている。そこで、

さくらキッズの拡大・拡充の検討状況は

どうなっているのかを問う。

答
〈子ども部長答弁・抜粋〉

さくらキッズでは、子ども一人ひ

とりの状況に応じて指導を進めており、

保護者の方と相談しながら利用調整を行っ

ている。個別指導の枠を拡充したり、特

に需要の多い言語療育の専門スタッフを

増やすなどして対応している。さくらキッ

ズの拡大については、需要のバランス、

法内か法外で事業を拡大するのかなど、

さまざまな課題があるが、増え続ける需

要に対して確実な対応策を考えていく。

問
障害のある子どもたちの今と将来

の幸せのために必要な療育を費用

の心配なく受けられるよう、また負担の

公平性の観点から民間事業者の療育サー

ビスを使った際の療育費の無償化を提案

する。所見は。（コラム３）

答
〈子ども部長答弁・抜粋〉

今後、民間事業者の療育サービス

の負担の考え方については、保護者の負

担軽減の観点から検討していく。
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平
成30年度から、国民健康保険は都が

責任主体となる新たな制度となりま

す。医療費水準や所得水準の高い区市町

村が納付金を多く負担するようになり、

千代田区においても保険料が上昇する見

込みであることがわかりました。このよ

うな今般の制度改正に伴い、被保険者の

保険料負担が急激に増加することを回避

するための取組みを区に求めることとし

ました。平成30年度予算要望は公明党議

員団としてすでに行なったところですが、

追加として以下の項目について12月7日に

緊急の予算要望を行いました。

（１）国民健康保険

保険料の急激な上昇を緩和するために必

要な予算措置を講じること

神
田岩本町の区有地を活用した認可保

育所を整備・運営する事業者が社会

福祉法人省我会に決まりました。藤森平

司氏が園長の「せいがこども園」を運営

する法人です。藤森氏がかかわる認可保

育所が千代田区にできることは保育・教

育の質向上へ朗報です。多くのことを学

んでいきたいと思います！
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編集後記

前
号では児童福祉法の改正を、今回は保育所保育指

針の改定を取り上げました。いずれも「子どもの

権利条約」の精神が理念や内容として新たに記述された

のです。画期的なこととなりました。このことにより日

本の保育・教育そして療育は大きく変わっていくことで

しょう。千代田区から少しずつでも実現していきたいと

思います。

大串ひろやす


